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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構中期目標 

 

 

 

我が国の人口は、近年横ばいであり、人口減尐局面を迎えている。将来も一層の尐子化・

高齢化の進行によって、本格的な人口減尐社会が到来する見通しである。このような中、

労働力人口の減尐等を克服し、経済社会の持続的な発展を可能とするためには、若者、女

性、高齢者、障害者等の働く意欲と能力を持つすべての人々が、生涯を通じ、その能力を

蓄積しつつ、十分発揮し、仕事や地域への社会参加を行うことにより、充実感を得ること

ができ、人生の各段階に応じて仕事と生活の調和が図られ、かつ、公正で多様性に満ちた

豊かな社会を実現することが重要となってくる。 

また、一人一人の能力を高めることによって生産性を向上させていくことが不可欠であ

るとともに、雇用失業情勢が厳しい中、離職者に対する職業訓練の必要性が増加しており、

離職者訓練の的確な実施が課題となっている。さらに、今後、成長が見込まれる分野にお

いて、その担い手となる人材の育成が求められていることに加え、我が国の基幹産業であ

るものづくり産業においても、国際競争力の強化や技能承継等の観点から、企業における

中核的な人材の育成・確保が課題となるなど、職業訓練の重要性が高まっている。 

このような状況に対応するための重要な課題として、高齢者や障害者の雇用の促進、求

職者等への職業訓練の実施が位置付けられるところであるが、これらについて当面５年程

度の間に重点的に取り組むべき施策の方向性は以下のとおりである。 

高齢者については、人口の高齢化が今後ますます進行する中、その能力を活かすための

取組を早急に進めることが必要である。まずは、６５歳までの雇用の確保を図ることが不

可欠であり、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号。以下「高

年齢者雇用安定法」という。）に基づく高年齢者雇用確保措置の中小企業も含めた全企業に

おける導入促進、継続雇用制度における希望者全員を対象とする企業の増加を図るなど、

より充実した取組が必要である。また、年齢に関わりなく働き続けることができる社会を

目指すため、「７０歳まで働ける企業」の普及・促進等を図ることが必要である。 

障害者については、その就労意欲が着実な高まりを見せる中で、より多くの就職希望を

実現するとともに、一人ひとりがいきいきとした職業生活を送ることができるようにする

ため、就労支援について質・量ともに一層の強化を図ることが必要である。まずは、障害

者雇用率制度を柱として障害者の雇用水準の低い中小企業への支援の強化を重点としつつ

障害者の雇用機会を拡大するとともに、一人ひとりの希望に応じた働き方を実現するため、

多様な就業形態を選択できるような環境整備を行うことが必要である。また、精神障害や

発達障害等障害の特性に応じた支援の充実、職業リハビリテーションの充実・強化、障害

の態様や企業のニーズに対応した多様な職業能力開発機会の拡充等を行うことが必要であ

る。さらに福祉から雇用への移行を一層促進するため、雇用・福祉・教育・医療の各分野

の緊密な連携を進め、地域障害者職業センター（以下「地域センター」という。）の高度な

専門性とノウハウの蓄積を活かして、各分野の支援機関がそれぞれの機能に応じた役割分

担の下で、各地域において、一貫した総合的な支援等を行うことが必要である。 

職業訓練については、厳しい雇用失業情勢が続く中、国に代わって、雇用のセーフティ

ネットとして離職者に対する効果的な職業訓練を実施するとともに、学卒者や在職者につ

いても職業訓練を実施し、産業の基盤を支える人材を育成するほか、雇用保険を受給でき

ない求職者が安心して職業訓練を受講できるようにするなど、新たな雇用のセーフティネ

ットを構築することが必要である。 

高齢者及び障害者の雇用対策並びに求職者等への職業訓練を実施していくに当たっては、
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国や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）をはじめとし

た各主体のそれぞれの役割分担の下、適切に取り組むことが重要であることから、これに

ついて以下のとおりとする。 

高齢者の雇用対策については、国が高齢者の雇用機会の確保等に係る企画及び立案を行

うとともに、全国的な体系の下での職業紹介の実施や、高年齢者雇用安定法に規定する高

年齢者雇用確保措置に係る指導など、法律に基づく行政指導等を実施する。機構は、事業

主による高齢者雇用の取組を支援するため、事業主等に対する給付金の支給や人事管理制

度の見直しに当たっての専門的、実践的な相談・援助等の業務を行うとともに、労働者の

高齢期における職業生活の設計を容易にするため、労働者に助言を行う業務等を実施する。 

障害者の雇用対策については、国が障害者雇用納付金制度やそれに基づく助成金等の企

画及び立案を行うとともに、全国的な体系の下での職業紹介、雇用率達成指導等障害者の

雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく行政指導等を実施する。

また、地方公共団体においては、国の施策とあいまって、地域の実情に応じて必要な施策

を講ずる。機構は障害者雇用納付金制度に基づく納付金の徴収及び調整金、助成金等の支

給の業務、事業主に対する障害者の雇用管理に関する専門的・実践的な相談・援助等の業

務や、障害の種類等個々人の特性を踏まえた専門的な職業リハビリテーション、地域の関

係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の業務等を実施する。 

求職者等への職業訓練については、国が職業能力開発に係る企画及び立案を行うととも

に、機構は雇用のセーフティネットとしての離職者訓練の実施や求職者支援制度に係る職

業訓練の認定、学卒者や在職者に対して産業基盤を支える高度なものづくり分野における

職業訓練を実施する。なお、可能なものはできるだけ地方や民間に委ねていくとの視点に

立って適切な役割分担を図る観点から、都道府県においては、地域の産業における人材ニ

ーズに応じた職業訓練を企画立案・実施し、民間教育訓練機関においては、介護分野や情

報通信分野等多様な分野における委託訓練を実施する。 

このように、機構は、政府の施策の方向性の下、その設置目的を踏まえ、国が直接実施

する施策とあいまって、地方公共団体、民間団体等関係機関とも十分な連携を図り、機構

における業務の実施を通じて蓄積された専門的な知見を集中し、また、さらにその専門性

を強化しつつ、以下の国の戦略目標の達成に資するべく、高齢者、障害者、求職者、事業

主等に対する専門的な雇用支援を実施することとする。 

 

［国の戦略目標］ 

１ 高齢者雇用支援に係る戦略目標 

①（目標）定年廃止、６５歳以上の定年延長又は希望者全員を対象とした継続雇用制

度を広く普及する。 

（指標）平成２２年度末までに６５歳定年企業等の割合を５０％ 

 

②（目標）７０歳まで働ける企業の実現に向けその割合を倍増させる。 

（指標）平成２２年度末までに７０歳まで働ける企業の割合を２０％ 

 

２ 障害者雇用支援に係る戦略目標 

①（目標）障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を図るため障害者雇用率制度を

中心として、障害者雇用の一層の促進を図る。 

（指標）雇用障害者数６４万人（平成２５年度） 

 

②（目標）ハローワークを中心に福祉・教育等関係機関と連携した「障害者就労支援

チーム」による支援を行うこと等により、就職の準備段階から職場定着まで
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の一貫した支援を展開する。 

（指標）ハローワークを通じた障害者の就職件数 ２４万件 

（平成２０～２４年度の累計） 

 

③（目標）福祉施設から一般就労への移行を促進するため、就労移行支援事業所、就

労継続支援事業所の計画的整備を行う。 

（指標）一般就労への年間移行者数 ９千人（平成２３年度） 

 

④（目標）精神障害の特性に応じた支援の充実・強化を通じて、精神障害者の雇用機

会の拡大を図る。 

（指標）精神障害者の雇用（５６人以上の規模の企業で雇用される精神障害者数） 

１．５万人（平成２５年） 

 

３ 職業訓練に係る戦略目標 

①（目標）離職者の的確な訓練受講を促進し、就職に資する訓練効果の高い職業訓練

を実施する。 

（指標）施設内離職者訓練修了者の就職率 ８０％以上（各年度） 

 

②（目標）産業の基盤を支える人材を育成するために、職業能力開発大学校等におい

ては、技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能

者や、生産技術・生産管理部門のリーダーとなる人材を養成する。 

（指標）学卒者訓練の修了者のうち就職希望者の就職率 ９０％以上（平成２３年

度） 

 

③（目標）産業の基盤を支える高度な職業能力を有する人材を育成するため、在職者

に対し、事業主等のニーズ等に基づき、適切かつ効果的な職業訓練を実施す

る。 

（指標）受講者及び事業主に対するアンケート調査で職業能力の向上に役立った旨

の評価 ８０％以上（平成２３年度） 

 

第１ 中期目標の期間  

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号。以下「通則法」という。）第２９

条第２項第１号の中期目標の期間は、平成２０年４月１日から平成２５年３月３１日

までの５年とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第２９条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。 

 

１ 機構の組織体制については、業務の効率的かつ効果的実施等の観点から以下のよう

に見直すほか、適宜弾力的に見直すこと。 

 

① 高年齢者雇用に関する給付金の支給業務については、事業規模が大幅に縮小して

いることに伴い、支給業務の実施体制を事業規模に合わせて縮小すること。 

 

② 駐在事務所（５か所）については、廃止するものとし、納付金の調査等必要な業
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務は本部組織において実施すること。 

 

③ せき髄損傷者職業センターについては、支援ニーズが大きく減尐していることか

ら廃止し、当該センターの業務は福岡障害者職業センターが引き継ぐこと。 

 

④ 地域センターの管理事務については、おおむね４分の１程度のセンターに事務処

理を集約化すること。 

 

⑤ 地方において委託により実施してきた高年齢者等に係る雇用関係業務及び障害者

雇用納付金関係業務については、委託方式を廃止し、機構が直接実施することによ

り、業務の効率化及び管理経費の縮減を図ること。 

 

⑥ 本部機能については、平成２４年４月に幕張本部に集約化すること。 

 

２ 一般管理費（人件費、新規に追加される業務（旧雇用・能力開発機構から移管され

る業務及び求職者支援制度に係る業務を含む。以下同じ。）、拡充業務分等を除く。）に

ついては効率的な利用に努め、第２期中期目標期間中、毎年度平均で３％程度の額を

節減するとともに、平成２１年度から開始する個別実践型リワークプログラムによる

精神障害者の復職支援に係る経費、地域の関係機関に対する職業リハビリテーション

に関する助言・援助等に係る経費及び特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就

業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練に係る経費の合計額に

ついては、事業開始後１年間と比べて毎年度平均で３％程度の額を節減すること。旧

雇用・能力開発機構から移管される業務に係る経費については、効率的な利用に努め、

平成２３年度（移管される業務に係る経費と移管される業務に係る旧雇用・能力開発

機構経費との合計額）と比較し、年度平均で３％程度の額を節減すること。 

また、業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、新規に追加される業務、

拡充業務分等を除く。）については、第２期中期目標期間中、毎年度平均で総額１．９％

程度の額を節減するとともに、平成２１年度から開始する個別実践型リワークプログ

ラムによる精神障害者の復職支援に係る経費、地域の関係機関に対する職業リハビリ

テーションに関する助言・援助等に係る経費及び特注型の訓練メニューに基づく企業

内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施による先導的職業訓練に係る経費

の合計額については、事業開始後１年間と比べて毎年度平均で１.２％程度の額を節減

すること。旧雇用・能力開発機構から移管される業務（宿舎等業務を除く。）に係る経

費については、平成２３年度（移管される業務に係る経費と移管される業務に係る旧

雇用・能力開発機構経費との合計額）と比較し、年度平均で総額３％程度の額を節減

すること。 

なお、上記目標の実現に当たっては、不要な支出の削減を図るため、無駄削減・業

務効率化に関する取組の人事評価への反映など自律的な取組のための体制整備を行う

とともに、レクリエーション経費の廃止、公用車・業務用車の効率化、タクシー使用

の適正化等、徹底した冗費の削減を行うこと。 

 

３ 総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律（平成１８年法律第４７号）等に基づく平成１８年度以降の５年間で５％以上

を基本とする削減を、引き続き着実に実施するとともに、「経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改

革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続するものとすること。 
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さらに、機構の給与水準について、以下のような観点からの検証を行い、これを維

持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずることにより、給与水準の適正

化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表するものと

すること。 

 

① 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準を上

回っていないか。 

 

② 職員に占める管理職割合が高いなど、給与水準が高い原因について、是正の余地

はないか。 

 

③ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間事業

者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明ができるか。 

 

④ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解の得られるものとなってい

るか。 

 

４ 随意契約の見直し 

契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、

随意契約の適正化を推進すること。 

 

① 機構が策定する「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、

その取組状況を公表すること。 

 

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う場

合には、競争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。 

 

③ 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底

的なチェックを受けること。 

 

５ 保有資産の見直し 

せき髄損傷者職業センターの廃止に伴い生ずる遊休資産については、国の資産債務

改革の趣旨を踏まえ、処分すること。 

また、職業能力開発促進センター等の敷地、職員宿舎等旧雇用・能力開発機構が保

有していた資産のうち機構が承継した資産については、引き続き、その必要性につい

て厳しく検証を行い不要資産については処分すること。 

 

６ 事業の費用対効果 

事業の実施に要した費用及び事業によって得られた効果を把握・分析し、その結果

を事業実施内容の見直しや新たな事業展開につなげること。 

 

７ 実践的手法の開発、講習及び啓発事業の事業規模についての配慮 

機構が行う障害者の雇用に関する実践的手法の開発、講習の事業、障害者の雇用に

ついて事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の事業については、障害者雇

用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金並びに

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支障をきたさないように、その事
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業規模について配慮すること。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

通則法第２９条第２項第３号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項 

(1) 高年齢者等の雇用機会の確保等に資する事業主又はその事業主の団体に対して給

付金を支給することに関する事項 

 

① 高年齢者等の雇用の安定を図る観点から、定年の廃止、６５歳以上への定年の

引上げ及び継続雇用制度の導入等による高年齢者等の雇用の確保や再就職援助等

を図るため、機構が実施する各種給付金支給業務については、法律の目的にのっ

とり、適正かつ効率的な運営を図ること。 

 

② 高年齢者等の雇用に関する事業主等への給付金支給については、職業安定機関

と密接な連携を図る体制を確保し、適切な情報提供等を図ることにより、適正な

支給業務の実施を図ること。 

 

(2) 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して

相談その他の援助を行うことに関する事項 

高年齢者等の安定した雇用の確保、雇用管理改善等の実施、高年齢者等の多様な

就業ニーズに応じた就業機会の確保を図るために、職業安定機関と連携しつつ、事

業主等に対して必要な支援を実施すること。 

 

① 高年齢者雇用アドバイザー等による相談・援助等の実施 

「希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入」、「７０歳まで働ける企業の実

現」、「小規模企業における６５歳までの雇用確保措置の完全実施」等に資するた

め、高年齢者雇用アドバイザー等を活用して、執行の効率化を図りつつ、機構の

蓄積する専門的知見を基に事業主等に対する高年齢者等の雇用の技術的問題全般

に関する相談・援助を行い、相談・援助を実施した事業主等に対して追跡調査を

実施し、７０％以上の利用事業主等において、具体的な課題改善効果が見られる

ようにすること。 

また、当該調査結果を分析し、高年齢者雇用アドバイザー等の業務の質の向上

を図ること。 

 

② 実践的手法の開発・提供 

高年齢者等の安定した雇用の確保の促進を図るため、賃金、人事処遇制度等高

年齢者等の雇用を進めていく上での課題解決に資する実践的手法を開発し、また、

事業主等と共同研究を行うことにより、これらの成果について高年齢者雇用アド

バイザー等が行う相談・援助への活用を図るとともに、開発成果を事業主の利用

しやすい報告書、マニュアル等の成果物として事業主等に提供し、その自主的な

取組を支援すること。 

 

③ 啓発広報活動等の実施 

高年齢者等の雇用問題に関する情報の効率的な活用と国民の理解の促進を図る
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ため、高年齢者雇用確保措置及び高年齢者等の雇用に関する情報及び資料の収集

を計画的かつ効果的に実施するとともに、事業主等に対する情報の提供について

は、高齢者雇用を支援する月間を設け、各種行事の開催、刊行誌の発行、ホーム

ページへの掲載、マスメディア等の活用により啓発広報活動を効果的かつ積極的

に展開すること。 

 

(3) 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするた

めに必要な助言又は指導を行うことに関する事項 

高年齢者雇用確保措置の実施状況や団塊の世代が６０歳に到達し、さらに平成２

４年には６５歳に到達しはじめることを踏まえ、６５歳以降を視野に入れた職業生

活設計に重点を移し、労働者が早い段階から自らの希望と能力に応じた多様な働き

方を選択し、実現できるようにするため、職業安定機関等と密接な連携を図りなが

ら、高齢期における職業生活の設計のための助言、援助を行うこと。 

 

(4) ６５歳までの雇用確保措置の導入・定着のための小規模企業に重点をおいた支援

を行うことに関する事項 

小規模な企業において雇用確保措置の導入・定着が遅れている状況を踏まえ、支

援対象を小規模な企業に重点化し、小規模企業の特性を踏まえた、より効果的かつ

効率的な事業手法を検討し、その結果に基づき効果的かつ効率的な業務運営を図る

こと。 

 

(5) 高年齢者雇用支援業務の政策転換を見据えた見直しに関する事項 

機構による高年齢者雇用支援業務は、６５歳までの雇用確保に係る相談援助等の

対象企業の重点化・縮小や、新たな課題として６５歳以上の雇用確保に係る業務が

見込まれる一方、社会経済情勢や法施行の状況等の関連諸施策の動向に影響を受け

ることなどを勘案し、平成２５年度以降の高年齢者雇用支援業務の実施体制・実施

方法については、引き続き現行の枠組みで実施することが合理的かつ効果的・効率

的かについて、第２期中期目標期間終了時までに検討し、結論を得ることとしてい

るので、厚生労働省の検討に資するように必要な連携を図ること。 

 

２ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項 

(1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 

障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害者各人の

障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果

的に実施すること。そのために、各関係機関との連携を図るとともに、職業リハビ

リテーションの実施に係る目標を設定し、厳格な外部評価を実施すること。 

 

・ 障害者職業総合センター（以下「総合センター」という。）については、職業リ

ハビリテーションの中核的機関としての機能を最大限発揮すること。 

 

・ 広域障害者職業センター（以下「広域センター」という。）については、全国の

広範な地域から職業的重度障害者を受け入れるとともに、地域センターについて

は、各都道府県における中核的な職業リハビリテーション機関として、職業安定

機関、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者等とのネットワーク

を構築し、連携の強化や各種情報の共有化を図り、職業リハビリテーションに係

る人材の育成や関係機関に対する助言・援助に取り組むこと。 
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① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 

ア 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 

・ 地域センターについては、サービスを希望する者の就労支援ニーズをできる

限り的確に把握し、第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害

者に対し、より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リハビリテーションサ

ービスを実施すること。 

各地域における就労支援機関の状況を踏まえ、どの地域においても、適切な

職業リハビリテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、就職等の

困難性の高い障害者（精神障害者、発達障害者、難病者等）に対する専門的支

援を重点的に実施すること。 

なお、メンタルヘルス分野における医療機関との連携による精神障害者に対

するリワーク・再就職支援を行うとともに、ニート等の自立支援機関や教育機

関との連携による、発達障害を有する若者に対する支援の充実に努めること。 

 

・ 障害者の就労の可能性を高めるため、地域センターにおける職業準備訓練、

職業講習の実施により、第２期中期目標期間中において７５％以上の対象者が

就職等に向かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場

実習等）に移行できるようにすること。 

また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職業

安定機関との緊密な連携を図り、第２期中期目標期間中においてその修了者の

就職率が５０％以上となることに資するため、その内容の充実を図ること。 

なお、ＯＡ講習は、地域センターの専門的支援への重点化、民間機関におけ

る訓練機会の拡大及び障害者委託訓練の拡大状況も踏まえ、廃止すること。 

 

・ ジョブコーチ支援事業については、社会福祉法人等に配置されるジョブコー

チの活動領域の拡大を図ること等を踏まえ、第２期中期目標期間中において１

０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施し、８０％以上の定着率を達成

すること。 

 

・ 精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇用継続を促進するため、地域における

支援ネットワークを構築して、主治医等関係者との密接な連携を図り、障害者

に対する職業指導及び作業支援、事業主に対する雇用管理の助言・援助等を総

合的に実施すること。 

また、最近におけるうつ病等の精神障害による休職者の大幅な増加や休職と

復職を繰り返す、休職期間が長期化するといった復職支援の困難な事案の割合

の高まりに対応するため、総合センターが中心となって開発した最新の支援技

法を導入した個別実践型リワークプログラムにより、多様な精神障害者を対象

に個別状況に応じたより効果的な復職支援を行うこと。 

これらにより、第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人以

上を対象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続支援終了者の７５％以

上が復職又は雇用継続できるようにすること。 

 

・ 広域センターについては、全国の広範な地域から職業的重度障害者を受け入

れるという本来の役割を十分に果たすよう、地域センターと連携して対象者の

把握・支援を行う等運営の改善を図ること。 
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イ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施 

地域センターにおいて、職業リハビリテーション専門機関の立場から、事業

主に対する雇用管理に関する助言その他の援助を事業主のニーズに応じて的確

に実施し、障害者の就職又は職場適応を促進すること。 

 

ウ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実

施 

各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者その他

の関係機関がより効果的な職業リハビリテーションサービスを実施することが

できるよう、地域センターにおいて、これらの関係機関に対する職業リハビリ

テーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うとともに、

総合センターとの共同によりこれらの関係機関の職員等への職業リハビリテー

ションに関する実践的な知識・技術等の向上のためのマニュアル・教材の作成

及び提供並びに実務的研修を実施すること。 

 

エ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成 

職業リハビリテーションの発展及び円滑な推進に資するため、総合センター

において、障害者職業カウンセラーの養成及び研修を実施するとともに、障害

者就業・生活支援センターの職員や医療・福祉等の分野の支援担当者等を対象

に、職業リハビリテーションに関する専門的・技術的研修を実施し、職業リハ

ビリテーション人材の育成を図ること。 

 

② 職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とその

普及・活用の推進 

総合センターにおいて、福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対

象者の拡大を図る観点から、新たな職業リハビリテーション技術や支援ツールの

開発を行い、その成果の機構内外への普及を積極的に行うとともに、成果の具体

的な活用状況を把握し、それを関係機関で共有化し、さらなる活用を図ること。 

 

ア 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施 

職業リハビリテーションの充実、向上に資するため、職業リハビリテーショ

ンに関する調査・研究を実施すること。 

また、各研究テーマについて、研究の質を評価することが可能な指標を設定

すること。 

 

イ 職業リハビリテーションに係る技法の開発 

福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者の拡大に資するた

め、先駆的な職業リハビリテーション技法の開発を行い、これまで開発した支

援技法のニーズに応じた改良を行うこと。 

 

ウ 研究・開発成果の積極的な普及・活用 

事業主や関係機関に対して、研究・開発の成果の普及を図るための場を設け

るとともに、職業リハビリテーションに関して職業リハビリテーションの関係

者や事業主にとって利用しやすいマニュアルや教材等を作成・公開すること。

また、成果を関係機関で共有化するため、具体的な活用状況を把握し、さらな
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る活用を図ること。 

 

(2) 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 

機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校に関しては、職業的重度障害者に対

して、個々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考慮し、弾力的な運営を図るほか、

個々の訓練生に適した訓練内容を定めるなど、障害者の障害の特性に応じたよりき

め細かな配慮を加えた先導的な職業訓練を実施すること。 

 

① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練の充実 

福祉から雇用への流れを踏まえ、受講者の拡大を図る観点から、関係機関との

一層緊密な連携を図り、職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を

含む職業訓練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れること。 

また、企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭におい

て、より就職に結びつく職業訓練の実施に努めること。このため、企業による採

用や職場適応についてのノウハウが確立されていない職業訓練上特別な支援を要

する障害者について、雇入れ可能性のある企業の協力・連携の下に、特注型の訓

練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実施によ

る先導的職業訓練に取り組むこと。 

また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職業安

定機関との緊密な連携を図り、第２期中期目標期間中において修了者等の就職率

が８０％以上となることに資するため、カリキュラムの見直し等による訓練内容

の充実を図ること。 

 

② 障害者に対する訓練技法等の開発・普及 

先導的な職業訓練実施の成果をもとに、精神障害者や発達障害者を含む職業訓

練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内容、指導技法等をマニュアル

等に取りまとめ、他の障害者職業能力開発校に提供すること等により、障害者職

業訓練全体のレベルアップに貢献すること。 

 

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項 

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、障害

者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を

図るため設けられた「障害者雇用納付金制度」に基づく、障害者雇用納付金の徴収

並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特

例報奨金及び各種助成金の支給等の機構が実施する納付金関係業務については、障

害者の雇用の促進に寄与するために、法律の目的にのっとり、適正かつ効率的な運

営を図ること。 

また、障害者の雇用に関する実践的手法の開発、講習の事業、啓発の事業を効果

的に実施することにより、事業主の障害者雇用の取組を支援し、障害者の雇用促進

を図ること。 

なお、障害者雇用納付金申告対象事業主等に対する調査や就労支援機器の貸出し

など、駐在事務所の廃止に伴い本部組織に一元化される業務については、サービス

の質の維持や不正受給の防止に支障が生じないよう留意するとともに、集約化によ

る専門性の向上等業務の効率的かつ効果的な実施に努めること。 

 

① 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特
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例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給に関する業務の適切な実施 

 

ア 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者

特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の支給については、適正かつ効率的

に行うことはもとより、障害者雇用納付金制度の周知、理解の促進を図るため、

関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を幅広く実施すること。 

 

イ 障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、常用雇用労

働者数が３００人を超える事業主については９９％以上の収納率を維持すると

ともに、平成２２年７月から新たに適用対象となった常用雇用労働者数が２０

０人を超え３００人以下の事業主については、中期目標期間終了時までに、同

様の収納率を目指すこと。 

 

② 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務の適切な実施 

障害者雇用に関する事業主等への助成金支給については、障害者雇用に係る事

業主支援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図るため、適正かつ効率

的に行うことはもとより、助成金制度、申請手続等を周知すること、事業主等が

利用しやすい手続とすること、助成金を障害者雇用に効果的に活用できるように

事業主等に対して助言・援助を行うこと、など事業主等に対するサービスの向上

を図ること。 

 

③ 障害者の雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法の開発、啓発等の事

業の効果的な実施 

 

ア 各種講習、相談・援助等の実施 

障害者を５人以上雇用する事業所に選任が義務づけられている障害者の職業

生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員の資格認定講習を実

施すること。 

障害者の能力と適性に応じた雇用の促進と職場定着を図るため、障害者雇用

に関する専門的な知識と経験を有する者を活用して、特に困難な課題を抱える

事業主に対する障害者の職場拡大や雇用管理等に関する相談・援助を効果的に

実施すること。 

 

イ 実践的手法の開発・提供 

障害者の雇用・就業分野の拡大、雇用の促進及び継続を図るため、職域拡大、

キャリアアップ、職務再設計及び職場環境の改善の雇用管理に関する実践的手

法を開発し、事業主が利用しやすい報告書、マニュアル等の成果物を提供する

こと。 

障害者雇用事例等の情報収集と事業主等への効果的な提供を実施すること。 

 

ウ 就労支援機器の普及・啓発 

障害者の雇用促進に役立つ就労支援機器の貸出しを行い、それらの就労支援

機器の普及・啓発を図ること。 

 

エ 啓発事業の実施 

事業主や国民一般に対して障害者雇用の機運を醸成するため雇用支援月間を
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設け、また障害者の職業的自立を支援するため、障害者雇用に関する様々な啓

発活動を展開すること。 

 

④ 障害者の技能に関する競技大会の開催に関する事項 

産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏まえた競技種

目の重点化及び先駆的又は雇用拡大が期待される職種による技能デモンストレー

ションの実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を行うことにより、障害者が技

能労働者として社会に参加する自信と誇りを持つことができるよう、広く障害者

の職業能力に対する社会の理解と認識を深め、その職業能力の向上と雇用促進を

図ること。 

このため、大会来場者にアンケート調査を実施し、障害者の職業能力及び雇用

に対する理解が深まった旨の評価を８０％以上の来場者から得られるようにする

こと。 

また、平成２３年度に韓国で開催予定の国際大会への選手の派遣も考慮して、

国内大会の効果的な運営に努めること。 

 

３ 職業能力開発業務に関する事項 

(1) 職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営の実施

等に関する事項 

① 効果的な職業訓練の実施について 

ア 職業能力開発の実施に当たっては、労使等の参画による運営委員会を機構本

部に設置するとともに、都道府県、都道府県労働局、事業主や労働者の代表、

教育機関等の参画による地域の協議会を都道府県ごとに設置し、労使や地域に

おける関係者の職業訓練に対するニーズを踏まえた、これまで以上に効果的・

効率的な職業訓練の実施が可能となるよう、関係機関等と十分に連携を図るこ

と。 

 

イ 企業等のニーズに応えた訓練コースの設定を行うとともに、就職率等の訓練

成果の客観的な評価・分析を実施し、訓練の質や効果的な訓練の実施を担保す

ること。 

 

② 離職者を対象とする職業訓練の実施について 

雇用のセーフティネットとしての役割を果たすため、雇用失業情勢に応じて、

離職者に対し、適切かつ効果的な職業訓練を実施し、再就職に結び付けるものと

すること。 

 

ア 訓練開始時から積極的に就職支援を行うこととし、訓練修了者の就職率を各

年度とも８０％以上とするとともに、就職者のうち常用労働者として就職した

者の割合の向上に努めること。 

 

イ 主にものづくり分野であって、当該地域において民間では実施できないもの

のみに限定して実施すること。その際、各職種における求人と求職のミスマッ

チの状況も踏まえ、訓練コースを精査した上で実施すること。 

 

③ 高度技能者の養成のための職業訓練について 

産業の基盤を支える人材を育成するために、職業能力開発大学校等の専門課程
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においては、技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技

能者を養成し、また、応用課程においては、生産技術・生産管理部門のリーダー

となる人材を養成するものとすること。 

 

ア 専門課程及び応用課程の修了者のうち、就職希望者の就職率を各年度とも９

５％以上とすること。 

 

イ 職業能力開発大学校等について、産学連携や他大学等関係機関との連携を強

め、より地域に開かれたものとすること。 

 

ウ 地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹する観点から、民

間教育訓練機関等の多種多様な訓練の実施の状況や昨今の地方公共団体におけ

る職業訓練の取組状況を踏まえ、さらに、ニーズや定員の充足率、就職率を見

極めた上で、今後の経済社会を担う高度なものづくり人材を育成するため、主

として若年者を対象とした高度職業訓練に特化・重点化すること。 

 

④ 在職者を対象とする職業訓練の実施について 

  産業の基盤を支える高度な職業能力を有する人材を育成するため、在職者に対

し、事業主のニーズ等に基づき、適切かつ効果的な職業訓練を実施すること。 

 

ア 受講者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の者から職業能力の向

上に役立った旨の評価が得られるようにすること。また、事業主の指示により

職業訓練を受講した場合については、当該事業主についてもアンケート調査を

実施し、８０％以上の者から受講者に職業能力の向上が見られた旨の評価が得

られるようにすること。 

なお、アンケート調査の実施に当たっては、当該調査で得られた意見をより

的確に把握できるようにするとともに、当該調査結果を分析して業務の質の向

上に反映できるようにすること。 

 

イ 在職者訓練の効果を客観的に把握する観点から、受講者が習得した能力（習

得度）の測定・評価を実施すること。 

 

ウ 地方公共団体との役割分担の一層の明確化を図るとともに、民業補完に徹す

る観点から、民間教育訓練機関等の多種多様な訓練の実施の状況や昨今の地方

公共団体における職業訓練の取組状況を踏まえ、中小企業等を主な対象として、

ものづくり分野を中心に真に高度なもののみに真に限定して実施すること。 

また、中小企業等を主な対象としていることに配慮しつつ、適切な費用負担

を求めること。 

 

⑤ 事業主等との連携・支援について 

事業主等との連携による訓練カリキュラムの開発や訓練の実施、その求めに応

じた職業訓練指導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情報の提供等を行

うなど、事業主等が効果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支援を行うこと。

その際、適切な費用負担を求めること。 

 

⑥ 職業訓練指導員の養成について 
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職業訓練指導員については、職業能力開発に関するニーズに的確に対応するた

め、技能習得の指導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、キャリア・コ

ンサルティング、就職支援など、公共だけではなく民間においても対応できる幅

広い能力を有する人材を養成すること。 

 

⑦ 訓練コースの開発等について 

政策的必要性の高い分野を中心に、訓練コースの開発、人材ニーズの把握、キ

ャリア形成の過程の把握、職業訓練技法の開発等効果的・効率的な職業訓練の実

施に資する調査・研究を実施し、その成果を民間教育訓練機関、地方公共団体等

にも提供すること。 

また、環境・エネルギー分野などの新しい分野の訓練カリキュラム開発を進め

ること。 

 

⑧ 職業能力開発分野の国際連携・協力の推進について 

国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の委託を受けて、開発途上国における人材養

成や国内における研修生の受入れ等を効率的・効果的に推進すること。 

 

⑨ 公共職業能力開発施設等について 

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成２３年法律第２６号)

を踏まえ、以下の取組を適切に行うこと。 

 

ア 職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校の都道府県

への移管に当たっては、平成２５年度までの間、集中的に希望する都道府県へ

の移管を進めること。 

 

イ 職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校については、

厳しい雇用失業情勢に配慮しつつ、都道府県とも連携して、地域において必要

な訓練の質と量を確保すること。 

 

ウ 職業能力開発総合大学校は、平成２４年度末までに相模原校を廃止し、附属

校である東京校（小平市）へ集約するとともに、平成２６年度から導入するハ

イレベル訓練（仮称）、平成２４年度から拡充するスキルアップ訓練の実施に向

け、カリキュラムの検討など必要な準備を進めるほか、民間教育訓練機関が実

施する職業訓練の質を維持・向上させるための取組を支援すること。 

 

エ 上記各施設の在り方等の見直しに当たっては、施設ごとのセグメント情報を

十分に踏まえ、具体的な業務運営の達成目標を定めた上で、その業務量に応じ

た適切な人員やコストとなっているかを検討し、必要な措置を講ずること。 

 

(2) 求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成２３年法律

第４７号）に基づく職業訓練の認定を的確に実施すること。 

また、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、（職業訓練実施計画も踏ま

えて）必要な指導及び助言を行うこと。 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 
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通則法第２９条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的経

費の節減を図ること。 

 

２ 運営費交付金を充当して行う事業については、「第２ 業務運営の効率化に関する事

項」で定めた事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこ

と。 

 

３ 障害者雇用納付金に係る積立金については、納付金が障害者の雇用に伴う、経済的

な負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業主か

ら徴収しているものであることにかんがみ、適正にその運用及び管理を行うこと。 

 

４ 暫定的に行う雇用促進住宅業務については下記に従い、財務内容の改善に努めるこ

と。 

① 「規制改革推進のための３か年計画」（平成１９年６月２２日閣議決定）等に基づ

き、民間事業者等の知見・ノウハウを活用しながら、総収益の最大化を図りつつ、

現に入居者がいることを踏まえた上で、雇用促進住宅の売却方法について常に工夫

を行いつつ、譲渡を着実に推進し、これを可能な限り前倒しできるよう取り組み、

遅くとも平成３３年度までにすべての譲渡・廃止を完了すること。ただし、厳しい

雇用失業情勢や東日本大震災の被害状況にかんがみ必要と認められる間、解雇等に

伴い住居を喪失した求職者の支援策及び震災による被災者等に対する支援策として、

平成２０年度までに廃止決定した雇用促進住宅を含め、最大限活用することとし、

現に入居している者への配慮をしつつ、その適切な実施に留意すること。 

 

② 譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的な経営に努めること。 

 

③ 雇用促進住宅の運営に係る利益剰余金の国庫納付を速やかに実施すること。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第２９条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項については次のと

おりとする。 

 

１ ニーズの適確な把握等 

サービスを希望する者が適切な時期に適切なサービスを受けられるようにするため、

利用者の機会の均等・公平の観点から、ニーズの適確な把握、ニーズを踏まえた適正

なサービスの提供を図るよう、事業の周知や関係機関への協力要請を積極的に実施す

るとともに、事業主団体、障害者団体等と情報交換を行うほか、機構の業務に関する

要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けること。 

 

２ 利便性の向上 

利用者に対するアンケート調査を積極的に実施し、その結果を業務改善につなげる

ことにより、利用者の要望を踏まえた業務運営を行うこと。 

高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報及び求職者や在職者等に対する職業

訓練実施状況等に関する情報をホームページにおいて公表し、高年齢者等や障害者の

雇用問題等に関する情報及び求職者や在職者等に対する職業訓練実施状況等に関する
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情報の効率的な活用と国民の理解の促進を図ること。また、給付金及び助成金の支給

申請事業主等の利便性を図るため、支給要件、助成額、申請窓口等をホームページ等

で公開すること。 

また、障害者雇用納付金の徴収及び調整金等の支給業務については、事業主の利便

性の向上を図るため、申告・申請手続の簡素化及び電算機処理システムの改定など、

適正かつ効率的に実施すること。 

 

３ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実等 

適正な業務の推進に資するため業績評価を行い、業務運営に反映する。 

さらに、業務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、設定した目標

の達成状況、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホームページ等において、

積極的かつ分かりやすく公表すること。 

 

４ 内部統制の在り方 

機構における役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監

査人等の指導を得つつ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する

こと。 

 

 ５ 「第２次情報セキュリティ基本計画」（平成２１年２月３日情報セキュリティ政策会

議決定）等の政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進すること。 

 

６ 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）

に盛り込まれた改革を着実に実施すること。 

 


